
１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研セン

が送られます。

２.  「月刊自治研」

員会発行・Ａ５

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき

調査研究会などに参加できます。
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　環境大臣が6月3日の記者会見で、スーパーなどの事業者に対し法令等により「レジ袋有料化」
の義務付けを来年までに行うとの意向を示した。この削減効果については限定的との報道もある
が、マイクロプラスチックによる海洋汚染が世界的課題とされる中で、目に見える形のプラスチッ
クごみ削減キャンペーンとなるならば、その効果には期待したい。
　他方、それよりも対策を急ぐべきは、中国を始めアジア各国の資源ごみ輸入規制によって経
路を断たれた日本のプラスチック資源循環体制である。政府は、国内での使用済プラスチック
の再使用・再生利用に加え、熱回収等も含めて「2035年までに100％有効利用する」戦略を示
したが、分別回収・リサイクルのコストパフォーマンスからすればそれは容易な道のりではな
く、目標達成には人々の協力が欠かせない。安価・便利・軽量を追求する中で、生活の至る所
に溢れたプラスチック製品をどのように削減できるか。新たな発想で私たちのライフスタイル
を転換させるための取組みも、同時に必要とされているのではないだろうか。
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（谷本有美子）

巻頭言
　今年は12月に民生委員の一斉改選が行われる。民生委員は地域の福祉の担い手

として期待されているが、その選出方法は鎌倉市では、地元自治町内会の推薦を

もとに地区民生委員協議会会長、そして地区社会福祉協議会の会長の推薦を経て、

市の民生委員推薦協議会、その後県の民生委員推薦協議会の決定という流れであ

る。任期は3年であるが、最近は近隣自治会長などとの話で、やめる人の後任が見

つからないという話をよく聞く。前回の改選期にも定員に満たずに欠員が出たり、

やめたいのに無理に再任されたという声を聞いた。

　民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される無給の非常勤の地

方公務員で、児童福祉法により児童委員も兼務することになっている。その活動

内容は見守り、行政窓口へのつなぎ、高齢者登録制度への協力、地域包括支援セ

ンターとの相談協力、生活保護世帯の把握、児童虐待などの児童相談所への通告

など多岐にわたっている。

　最近地域包括ケアシステムの構築が言われているが、その中で民生委員は、地

域での共助ということで費用負担が制度的に保障されていないボランティアなど

の支援も行い、地域住民の取り組みの中心的役割が期待されている。

　確かに共助の重要性は理解されるものの、民生委員に多くのことが期待され、

そのことが過度の負担になり、民生委員になると大変だということで、なり手を

探すことも地域には大きな課題となっている。

　さて、地域における福祉への関心は、どうしても高齢者のこと、児童のことが

中心になる一方で、障害者の福祉については軽視されているようである。

　私は現在知的障害者の事業所を運営するNPO法人の代表理事を務めている。3つ

の事業所には60人の利用者がいるが、地域とのつながり、事業所が所在する地域

の自治町内会、民生委員との連携をどうするかが大きな課題となっている。また、

利用者が居住している地域の中で、その地域とのつながりはどうなっているかも

気になるところである。職員には常日頃、事業所のある地域での地元とのつなが

りをどう作るか、絶えず考えるようにしよう、また地域のイベントを積極的に活

用しよう、と言っている。幸いなことに、地域の自治町内会の援助を受けてお祭

りに参加するとか、徐々に連携が出来ているが、地域の皆さんにまだ十分に理解

されているとは言えない。

　福祉、とりわけ地域福祉ということが言われて久しいが、課題は山積みで、障

害者やその施設への関心はまだまだ低いように思われる。今後はさらに地域での

理解を深めるように努力していかなければならないと思う今日この頃である。
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2019 年 3 月 14 日神奈川県地域労働文化会館において神奈川県地方自治研究センター第 19 回総

会記念講演会が開催され、山梨学院大学教授の江藤俊昭氏より「議会改革の第２ステージの創造

―『住民自治の根幹』としての議会を作動させる―」をテーマに講演をいただいた。以下は、当日

の講演をもとに編集部にて原稿を作成し、江藤氏が加筆・修正したものである。 
 

 
はじめに  

 
今日のタイトルは、「議会改革の第 2 ス

テージの創造」と、最近、私がお話しするも

のを出していただいております。また、副題

に「住民自治の根幹としての議会を作動させ

る」と書いてあるんですが、この「住民自治

の根幹」というのは私の言葉ではないんです

ね。例えば、地方制度調査会の第 26 次と第

29 次に「住民自治の根幹は議会だ」と明確

に書いた答申が出ていますけれども、そうい

うふうに作動していないよねと。住民自治の

根幹は議会だということを議会がちゃんと認

識して作動しているかどうか。そして、市民

もそのことについてどのぐらい理解している

かどうかということが今後の住民自治にとっ

て重要だと思います。 
 
１．「住民自治の根幹」としての議会の

作動 

 
(1)議会改革の本史への突入 

まず、住民自治の根幹としての議会の作動

ということで、「議会改革の本史」という言

い方は独特な言葉です。議会改革の本当の歴

史にようやく入ったという意味です。新たな

議会ということで、例えば、北海道の栗山町

議会基本条例が明確に宣言したもので、閉鎖

的ではなくて住民と歩む議会だということ、

それから、議会は本来、議員間でしっかり議

論するということです。さらに言えば、議員

間ではなくて、後でご紹介する犬山市議会の

「市民フリースピーチ」のように住民を巻き

込んで議論する。そうしたフォーラムとして

の空間ではないのだろうか。そして首長を追

認してスタンプを押していくような、そうい

神奈川県地方自治研究センター第 19 回総会記念講演（2019 年 3 月 14 日） 
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う議会ではなくて、首長としっかり

をする。そういう議会 が、北海道の栗山町

議会の基本条例の には明確に 込まれて

いるということです。 
それ以 の議会改革は、 的には「議会

改革」という ではなく「議会の 化」

と言 れていました。「 を 開します」

「 員会を できます」という 度、ある

いは「議会 をする」「 の議 にし、

答方 の議会 を う」。これを

年にも たって議会の 化ということで

議論していました。住民自治にとって議会と

はなん やというようなことではなくて、

的な、 当たり的な改革というのが れ

た。これはこれで大 なことだと思うんです

が、「住民自治の根幹」として けられ

ていたかどうかということについては、 だ

がつくのではないか。 
そこに 2006 年、北海道の栗山町議会は、

新たな議会 を議会基本条例の に 込

ました。その後、市議会や 道 県議会もこ

の後を追って 、 4 以 が基本条例

を制 しています。市 ルでは 6 が基

本条例を制 しています。たった 12 年で

にここまで がったというのは本当に し

いものだと思っています。 
 
(2)「 は 」改革 

こうした改革が栗山町だけで きている

けではなくて、それ以 に がったというの

は らかの根 がある。思いつきの改革では

なく、しっかりと住民自治の原 に した改

革だということです。 
まず日本の地方自治は 制をとっていま

す。それで首長と議会が をするのは

当たり のことで、首長の独 制と議会の

議 と、それ れを かす。首長のリー ー

プを かし、議会は 議 ですから

な意 を巻き込んでいく。そういうようなこ

とで をする。 
もう つの原 は、 した住民 加の原

です。 院制は住民によるチ が

となるし、リ ールなどの 制度があ

る。そうすると、議会にも にも な住

民 加が 要になってくる。 来の住民 加

というと、 の住民 加はいろんなところ

で され、新たな 開を ています。し

かし議会にも、住民 加が当たり のことだ

と思うんですね。 な住民 加を ながら

議員間 議をして、それを まえて首長と

する。こういう議論になってくる。 
住民自治の根幹としての議会の意味につい

ては、 に地方自治 を むと、96 条に

「議会の 」というのが書かれている。条

例とか、 とか、 とか、 的な

や、 に る とか、 の

も 96 条の 1 にしっかり書き込まれてい

る けです。地域 にとって大 な は、

とんどす て議会が っているということ

です。 
それに して、首長の というのは地方

自治 の 149 条に書かれています。

に ることですね。その 、 とか、

の制 というのもありますけれども、

原 149 条に書かれていることと 96 条とを

た に、議会がどれだけ くの地域

に る を っているかの確認です。 
な そうなのかということですが、「住民

自治の根幹」だから、 を首長ではなくて

議会に えている。おそらくこれは

に議会だと思います。「住民自治の根幹」の

意味は、 な議員の議論による論 の明確

化、そして 意が 成されるからです。そし

て 論 成の を うからです。地域には、

市町 や、学 の のように大 な

題がたくさんあります。住民間での議論を

巻き こすた に も議会も し、

そうした議論をする空間を創出することが大
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 3

なことです。 
論 成の について しておきます。

住民の には「 成」「 」だけでなく、よ

く からないという もたくさんいるんです

ね。そういう のた にも議論を巻き こす

のが大 なんです。 しも認 る の制度

で 出されている たちが 開の で議論す

るのは議会だけですから、住民の たちがそ

れを ていて「私はやっ り A だ」、「私

は A だったんだけれども B 議員の うの意

に近いな」と意 を える もある。よ

く からないという が「私は A 議員の

に近いな」と自 の意 を する、そうい

う議論の空間が議会です。 
それ れの議員が 的に議員間の 議の

で論 を明確にして、 論を 成する。だ

からこそ「住民自治の根幹」と言 れ、そこ

に重要な を しているということです。 
 

(3) としての議会 本 の  

議会基本条例の制 が に がっている

というのは今お話したところです。「

」という言い方をしているのは、 800
の自治 が制 したということとともに、も

う 1 つの意味は、 来の議会 とまった

く うことを明確にしたということです。 
13 年 つ で議会基本条例はどんどん

開しています。それ れ ある基本条例が

制 されているんですね。「本史の明確化と

化・ 化」を てきた な ある条

例制 、そして第 2 ステージとして後 ど

お話しますような の条文も、しっかり入

ってきています。 
つ とつ り る 間はないんですが、

よくあるのはしっかりと住民自治を作ってい

くということで「議会 の根本 」。

議会 の基本原 とともに の解 基

について、自治 の解 を総 の

でやる けではないということの確認です。

自 たちがどういう 解 を っていくか。

これは栗山町の基本的な え方です。 
新しい議会 の 3 つの要 ということ

で、 住民に開かれるものについては、例え

ば を けるとか、 を市民

からの 言として けるだけではな

くて、 の を明記しているものなど、

新しいものがいろいろ出ている。 
それから、 議員間 議を重 する議会、

そして、 の というのをど

う けていくかというところです。 
この 3 つの要 を する制度として

年議会などもあります。それと新たな議会を

作り出す条 として、議会 をどう

けていくか。議会 を させるとい

うような 的な ではなくて、ちゃんと

自 化させるような なども入っています。

員 について書いているものもあります。 
それから新たに 要な として、3.11
日本大 以 、 理。 にどう

しているかということも ですし、

自治 間 の でそれ れの議会がどうい

う を たしていくかどうかが、今後、か

なり大 な論 になる。あるいは自治

の議論も入れていくなど、基本条例につい

ては、それ れの自治 ごとにこうした

ある 開を ています。 
 
(4)地方 治の と

の  

さて、地方 治の と 的 制

の ということについてですが、

地方 改革の で 制が れ

ていくということで、地域 の重要度が

まってきた。そこで、 も大 なんだけれ

ども、そもそものところで、地域をどのよう

に方 けていくか、 治の重要 というの

が認識されるようになった。 
もう 1 つは で、『あれもこれも』
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から『あれかこれか』を しなければいけ

ない。そういう意味で、地域を方 けてい

る 治がすごく大 になってきた。 
方で「首長 の民 」というこ

とで、 下 さんとか たかしさんですね。 
それからもう 1 つは、私が基本にしてい

ます 的 制、あるいは と

いうことですね。1970 年 の後 に

さんが した『 的 民 制』という

言葉です。議 である議会と で

ある首長 が を う。 と が

してより地域 を っていくというこ

とで「 」を が 1970
年 に しました。 
この大 な イントは、議会と首長は正

制では ということを として、

に って、議 である議会と首長

が するという。 
もう 1 つの要 としては、

に って住民 加、市民 加を 入していく、

こういうものですね。 
当 は議会が かった。革新自治 が出て

いろいろ している で、 方とも だ

と。そして議会も大 だけれども、首長が

に って っていくことも大

だし、そこに市民 加を入れ込んでいく。そ

して を作り出していく、 していく。

議会と していく。こういう の で

的 民 制を は した。 
は って、今日は首長が くて、

が 的に い で、議会 はどのように

住民自治を作動させる議会を作り出していく

かという れの で、これが 成された議

論として 的 民 制。最近ではそれを

制と んだり、私は して

的 制と んだりしています。そして、

というのが でしたけれど

も、最近、首長 を ると を 調し

ちゃいけないのかなと、 を インと

するということで「 」として

しています。 
 

．議会改革の本史の第 2 ー  

 

(1) とと に を 

今までとは う、議会改革の本当の歴史に

入ったことはすごく大 なことなんですが、

それを第 2 ステージに ていかなければ

いけない。基本条例の に 込まれている

のはあくまで の 、い る 的な

改革で住民からすれば「今までやっていなか

ったの 当たり ゃないの」ということな

んですね。それをどういうふうに住民の

の に作動させていくかが重要な イント

になってきている。そこで、この住民の

の にどうやって ていくかどうかとい

うことだと思います。 
今お話したことをまと ますと、 史の議

会 化は 答方 、 議 、 員

会の 開、などの改革だった。ようやく本史

に入った第 1 ステージでは、議会基本条例

に 込まれたような議会 の改革を明確

にした。これは 的なことですが、それを

どのように住民の の に ていける

かというのが大 な イントになってきた。 
 

(2)議会 の の  

そこで今、住民 の に ていくた

にはどんな議論と をしていかなきゃい

けないのか。 
重県議会 新しい イ ル 
重県議会は、今から 年 に「新しい

イ ル」というのを ち出しました。

当 は北川 がどんどん改革を るんで

すが、例えば では、首長が出した

を して、それを する。 では、

の 部 員会 たいなものが

すごく重要な になっていく。こういう
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PDCA を回していくんですが、議会はもち

ろん とか には するんですが、こ

の PDCA イ ルで議会はどんどん の

に かれてくる。自治 改革をやっている

自治 ど、議会は の に かれるんで

す。 をやっていくと、どんどん

それが論理として回っていって、議会がなか

なか れない 域になってくる。 
の住民 加を っている自治 ど、

議会は の に かれているん ゃないか。

の住民 加の の で、住民、そし

て との が出てきて、議会自 を

されちゃう。本来の住民自治の根幹と作動

させていくた には、議会自 が開 的にな

らなきゃいけない、という文 があるんです。

そういう意味で 重県議会は今から 年、

新しい イ ルとして、 議とか 書

を議会 が出すことによって、 の方 を

ある 度修正したり、方 けたりしたとい

うのがあります。 
 

会 市議会 議会からの 成

イ ル 
県会 市議会は、議会改革の本当

に 的なところと言 れていて、「議会か

らの 成 イ ル」というものを ち出

しています。「 成」と「 成」が入っ

ています。これは 的にすごく大 なこと

で、議会 からの というのを 調した議

論なんですね。 
住民を基 にして 言を う。例えば、

が れてすぐ、住民との意

会に入るんです。そこで、この議会は 4 年

間どういうような 題をやるのか、市民の意

を まえて議会としてテーマを ていき

ます。そして 員会にその 題を って

 
 市議会の イ ルの 入スペース 飯田市議会における一年間の流れ
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いく けです。そして 4 年間このテーマで

調査研究を っていきます。4 年間のまと

もしますが、 言もします。 らは市民

との意 を基 にすると に言っていま

す。 
 

市議会 まち くり 員会との 働

による イ ル 
市議会の理論と がスタン ー に

なっているものです。今、 例会というのは

自 に ますけれども、 的には 4 回

で、3・6・9・12 月ですよね。閉会 は議

会として自 たちではなかなか き がれな

いんです。それをどのように させていく

かが大 な イントになるんです。例えば、

これは 年 からの ですが、

1 年間の れの で、 の下 を ていただ

くと 10 月のところに議会 会というのが

入っています。それに を たせてい

るんです。会 市議会もそうですが、議

会 会を まえて 題を して

調査に せていく、という議論をやるんです。 
まず、 調査でそれを 言していく

という れがあります。議会 会を に

して自 たちで 言を出していくということ

をやります。これは どお話した会

が議会からの 成 イ ルと言ったのと

基本的に です。この 調査のテー

マは、議会 会から出た意 に基 いてい

ます。 
もう 1 つ 意していただきたいのは、

の でも を重 していることです。

らは総 を議会の議 にしたので、

が 要で、その は に れると えて

います。 は 議 が出て、 的には

議の に 1 間か 10 日ぐらい 明がある

んですけれども、それからではとても

議はできない。それで をしようというこ

とで、 年の議会 会に出た市民意 に基

く を、最近では もやっていま

すが、 出・ して、 が 題かというの

を に解き明かします。 
6 月 例会で、例えば 1 員会あたり

20 をやるんです。そして 7 8 月で 員

を んで調査を って、8 月下 に 員

会ごとに 20 を A、B、C とか しま

す。議員が ち った を、 に せる

のではなくて、 員長が「な あなたはこれ

に B の をつけたんですか」、「な あ

なたは C の をつけたんですか」と議論

する けですね。 ゃあこの 員会として、

とりあえず の C をつけまし うよと議

論し、理 も明記する。これを作って 9 月

の 例会の に に し、それを けて

査にあたっています。 
つまり、 に しなきゃしっかりした

議論ができないよということで、 議を

やった後に 言書を作成して、それを まえ

て 3 月の 査に かしていく、こうい

う れなんですね。 市議会は 2 年 に

総 の作り方を えてプ ジ ト方

になりましたから、この はそれまでのも

のですが、言 んとするのは、住民の を

きながら を 成して、 を 化して、

こういうものをやっているということです。 
 
(3)議会 の の  

議会からの イ ルの 開というのは、

こうしたものが となりながら今、 な

開を っています。 
会 市議会 会と論 理 
例えば会 は、 成の意味を え

ている。 らは チの 成をやってい

く、というのが イントだったんですね。

が今、やっていない、あるいは後回しにな

っているようなものを住民の を きながら

言していくということだった。そこから、

今は本 に ろうとしている。本 である
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にも総 にも っていこうという

ことをやっています。 
どの 市議会のものを いながら、

から の 議を 化しているんで

すね。今から 7 年ぐらい に会 市議

会の とんどの が 市議会に来て、2 日

間に たる で意 をしているんです。

その に私もいたんですが、かなり真 にど

うやったらチ ができるかを 的に議

論して、それを しながらこういう 開を

ました。 
で言うと、 要 を入れてな こう

いうふうになっていて、 がどうなってい

て、と書くんです。大 な は に、

に けて議論す き論 、 する をそ

れ れ 5 6 、 ごとに議論して し

ているんですね。これを まえて 査に

あたるということをやっています。 よう

に のときも、どういう イントがあるか

ということを 1 3 月の間にやる。 の

は 6 8 月の間に をやる。 市議会

の も とんど です。 
 
大 市議会 ン ー マ プ 

それから 県の大 市議会の「

ン ー マ プ」です。条例を 本作るかと

いうことで、たとえば 地 に する

条例のように「 の条例」を 本作ります。

これを「 ン ー マ プ」という。

条例も議員が最 的に議 して議員 する

んですが、 が いをしながら んな

でやっているというところです。 
 
ここまでの 例でどんな 開の要 がある

のかというと、まず ですね。当たり

のことなんですが、4 例会で動かしてい

たものを、まずはしっかりと 年で動かして

いきまし うということです。それと、首長

は 4 年を に意識するんですが、議会

は 4 年を意識していないんですね。だから

かりにくい言葉ですけれども「 」、

つまり 4 年間でどうするかということ。さ

らに、 市議会には次の にそれを し

ていくような ステムがあるんです。これを

させていくということです。 
それから、住民を意識するということ。今

までは議会が えないということで、自 た

ちから 出ていく「議会 会」というも

のがかなり大 だったんですが、住民は「

だけされてもそれは まったことでし

う」ということになる。 や も大 な

んですが、 を たせていくというこ

とが け加えられたところです。 
もう 1 つは、議会の も大 なんだけれ

ども、議会本 を開 的にしていきまし う

ということです。ここ 5 年ぐらい「

」の制度を する議会が出てきています。

ながらの 会で 成 、 た

いにやるとやりにくいかもしれませんけれど

も、もっと に「このテーマで、 んなで議

論しまし うよ」くらいの 会にすればい

い話だと思うんです。ともかく を

しているところが えてきています。 
それから、ただ に 言を作るだけで

はなく、本当に や条例、総 に

っていく。 議や意 書なんかも明確に出し

て、 な を かしていく。こういうふ

うな 開を ていきます。 
議員研修で「議会って大 なんですよね」

と思ってくれるのはいいんですが、 部やろ

うとしても 理です。たとえば、議 を

追加するという地方自治 の第 96 条 2 が

あって、私は基本 や基本 は議会の議

にした うがいいと思っていますけれども、

栗山町は 市 マスタープランや地域

なんかも追加しています。しかし、これ

をやるとどこまで がっていくか、大 だと

思うんですよ。 さいところでさえ から作
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れと言 れて、40 くらい作らされている

があって、その を 部 てないと

思うんですよね。 
山梨県 の昭 町議会でこの 3 月に、議

員 で総 の と に する条例

を作ってもらったんです。これは北海道の栗

山町や 町議会でもできているんですが、

総 の重要 、どんな 成になっている

か、総 を するときのプ セスなど

も入っています。議会の議 も入っているん

ですが、ここで私が重 したのは、さま ま

な が 本あってその を 年

議会に する、と けしたことなんで

すね。 を 部議 にするのはと

ても 理なんだけれども、総 を に

して がどういうふうに ら下がって

いるかを確認しながら、 を させ

るというものです。 
 
(4)議会 の の  

ここで言いたいのは、議会からの イ

ルの特 について、議会からの意味を え

るということです。ある 度 るのはいい

んだけれども、す てはできない。だから議

会の特 が大 なんです。 
まず、 を 成するのはもちろん大

なんだけれども、本当にそれが住民のた

になるのかどうかというのは に意識する

要があるでし う。これは、 の論理に

する住民 の話ですね。 
つ に、 は「総 で」「 り

に を」とかいろいろやりますけれども、

やはり 制 ステムで りになら るを

ないところもあるんですね。そこを 議

として を すような けをしていか

なきゃいけない。ただし、議会自 が り

になっている もあるんですね。 員会

の を と 動させているので

りになっている。それをどういうふうに

していくかという 題もあります。 
それから 3 つ は、 には な

がありますけれども、議会は が な

いことです。町 では の が で

2.4 しかいない。 動 だって 2 し

か条例を っていない。 んな 市会のよ

うに 動 を月 55 をもらっている

というと、まったく います。こうした議会

の特 を えたときに、す てに えること

はできないと思うんです。 の議員の方

の思いで動くのはもちろん大 なんですが、

議会としては総 や チ的なものが、

今の では大 だろうと思っています。 
 
( )地 には を 

PDCA は民間の ですが、 や

議会でも できる、 識的なやり方だと思

うんです。ただ、地域 の で えた

ときに議会は、地域 の PDCA の

でどこに するのか、ということなんです。

議会としても PDCA は大 です、

も PDCA は大 です。では、地域

として PDCA を えたときに、議会はどこ

かというと、地域 は民間 ゃないから、

民 だから、議論する空間をどうやって

けるのということと、また、 は

が を つのか、議会だということです。 
たとえば、 リ ー ンとか、 ス

ンとかの「D」、 議空間をちゃん

と けること。それから ジ ン、

「D」ですね。議会が を つという

ことをしっかり ける。P の にそれが

まれています、と言うかもしれないんだけ

れど、民間の で えたときには、P の

に 議する空間を入れるとか、 は議会で

すということは、 される があるんで

す。それで、 を そうな ですけれど

も、P と D の間に 議空間の D と、 の

D とを け加えて、地域 としては
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PDDDCA イ ルというのが大 です。 
 
．議会 の の  

 

(1) の  

それでは、議会改革の第 2 ステージを

えたときに議会からの イ ルの 題に

ついて、どういう議論をしていくのか。 
住民 

1 つは、住民に してというので議会は

に出ていく。たとえば、 で 員会を開催し

てもいいと、そこまで がっていく話だと思

うんです。 で調査をしながら 員会の議論

をして、住民の を に けるような

方でもいい、議 だけではないですよとい

うことです。それとともに、議 部の議論

で、今まで されたものを させていき

まし うと。 はようやくやり まし

たが、 会はまだ がっていません。 
また、もっと自 なかたちでできないかど

うか。たとえば 県の犬山市議会が 年、

「市民フリースピーチ制度」というのを 3
回やっています。 例会ごとにやっていこう

ということになっている。議 で、 で集

まった市民の たちが 言を 5 度して、

その 言について議員とのやり りを に

やって、それで議論を ていくということ

なんですね。議会本 を開 して、市民がそ

の で えていることを する。要 に

ついて を るぐらいの話ではない。か

なりしっかりと をしながら 言をして、

そして議員とのやり りをしていく。そうい

う空間が出来 がっている けです。 
議 は議員のものではなくて、市民が議会

というのは大 なんだ、 っていくんだ、

こういったことが まれ たと思っていま

す。議会はどうしても えにくいというのが

あるんですが、議会 からも 的にこうい

う制度をやることによって、市民の たちも

的に っていく。議 、あるいは議会

は議員のものではなくて、市民のものだとい

うことの 1 つの と思っています。 
 

議会 議員間  
議員間で 議するた には、 論会と

か らかの を議会の に作る 要がある

と思います。そこで出た意 をまと て、議

会として、例えば 調査にするとか、

あるいはこれは 議員と近い 題意識だか

ら、これについては 議員が の

でさらに て しいという、 を

ていくんですね。議 で意 をするだ

けではなくて、そこでどのように議員として、

あるいは議会としての に かしていくの

か。 
本当に議会間 が出てきていて、私が話

していることは 的な議会なんですね。議

長 も 議長 が れて まっちゃう

のが、今では に 制をとって、

明とか をしているという。議長、副議

長、 員長もすごく大 になってきています

から、こういうリー ー プの が大

です。 
それから会 です。やはり の会 を

作らないと だと思うんです。しっかりと

に けて、本来でしたら のと

きに会 マ フ ストも 要です。それから

員会をもっと させる 題もある。 
 

首長 住民に する 明  
それから、住民に する 明 というの

も ねて首長との というのをしっか

りやる。今まで、議会が っていて して

いなかった を しまし うという 題

です。 どお話しました総 も大 な

ので、 ある に議会が る。自治

基本条例と議会基本条例についてもルールを

したり、あるいは していくこと
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も 要なのだと思います。 
 
（2）議会 の の  

議会からの イ ルをどうやって 開

させていくかということでは、まずは を

しないといけない。 
第 1 ステージの は、議会基本条例の

に してこれはできている、できていな

ければどういうふうにするのか、と条文に

しながら 年 して、それを のときに

は住民に していくということが 要です。

真 な議会は、条文ごとに かくやるんで

れちゃうんですよ。だからもうち っと

トでいいん ゃないかという話をしてい

ます。 
第 2 ステージの、議会からの イ

ルを回したことで、これができたかどうかと

いう をしなきゃいけないんです。 
たとえば、首長とは う について議会

から して、条例とか、 化できまし

たというようなことは、本当にそれが住民の

の に がったかどうか し らい、

10 年、20 年 たなきゃ からないと思うん
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れの議会の での はどこまでか、
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っているんです。 
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． に て 

 

(1) 本  

基本的 としては、やはり議会からの

イ ルを回していって、住民 の

に ていくた にしっかりと条 を し

ないといけないということです。そのときに
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重 の 改革では ありき たい

なことも からなくはない。でも議会改革と
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うけれども、地域民 をどうやって作り

出していくかという が大 だと思うんで

すね。 
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いかという話ではなくて、住民自治の根幹
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ます。 
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(2) と の議  
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ぐらい 動しているか、日 でも 間でもい

い、これを して、議員の 動 を ント

したら、 X が出てくる。これをたたき

にして議論しまし うよということになって

います。そういうふうなかたちで議論する

として 方 を出しました。い ば原

方 です。 
それから議会 も本当に重要になって

くるので、議会 改革も大 です。議会

書 は地方自治 第 100 条に書かれてい

て なんですね。だから議会 も

にしなきゃいけない。ともかく、今後、

や議会 書 というのは重要な になっ

てくると思います。 
 

 

 
地方 は、住民自治の を えて、

議会改革もすごく意識しないといけない。

「 ー ル・マ フ ストの意味 」です。

マ フ ストは ず されなきゃいけない

と思 れていた。私はマ フ ストというの

は される もあれば、されない も

あると思います。議院 制の と

うんだから、 的 制のもとでは首長だ

って議会の動 によって、それが する

け ゃないし、大 に えられちゃうかもし

れない。議員だって会 だって、議会で

成をしながら が れる。だか

ら、マ フ ストの ・ 間・ と

いう 3 セ トは し くした うがいい

ん ゃないかということです。これは理論化

できていないんですが、 に言えば、 議

する としてマ フ ストを出して、どう

いう でそれが したかということを え

ることが 要で、それが「 ー ル・マ フ

ストの意味 」ということです。 
それから が らず「なになにしま

す」なんですね。そろそろ 会に し

たマ フ ストで、どういうところを ると

いうことを 的な議論として 開する 要

があるということです。 
 それから に議論するのではなくて、議

論する として総 とか、議会基本条

例の というものを、 にちゃんと

が す 要があると思っているんですね。

今回の 地方 では 理だと思いますが、

こうした 題意識を ってくれている議員も

いるので、特に 会の ではどういうふ

うなマ フ ストを出していったらいいかど

うかという議論を し大 的にやっていこう

としています。 
また、新しく する方は、ただ で

出るとか、 をしますというのではなく、

やっ り のことを える議員であって

しいので、マ フ ストの作成を するよ

うな部 が 要です。いくつか 的に

を作るときの を に いていると

ころがあります。最近の動 として北海道の

町議会が、 は議会 ですが、講

を て 5 回テーマで、 に のあ

る方に の総 や 、 の

の と議会の などと に、 での

マ フ ストの作り方についても研修を っ

ているんですね。 
私が 思議でし うがないのは、な

後に議員の について 会をやらないの

かということです。議員 でな 会を

やらないのかなと思います。その でいいも

の、あるいは自 と ているようなものがあ

れば になって ができるん ゃないか。

後すぐの 会で自 たちの を ち

って、その で議論することによって、

が今、大 なのかどうかということで 認

識を っていくということが大 なん ゃな

いかと思います。 
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2019 年 5 月 7 日神奈川県地域労働文化会館において 2019 年度第 1 回自治のあり方研究会が開催

され、元読売新聞東京本社編集委員のジャーナリストで、神奈川自治研センター研究講師でもある

青山彰久氏より「沖縄の自治の魂―歴史と文化の視点から国と地域を考える―」をテーマに報告を

いただいた。以下は、当日の講演内容をもとに青山氏が執筆したものである。 
 
１．「沖縄を考える」という行為  

 
「沖縄ノート」の言葉 

 「沖縄を考える」とはどういうことか。作

家の大江健三郎は 1969 年 8 月、雑誌『世

界』で「沖縄ノート」の連載を始め、沖縄の

政治状況に深く関わりつつ、沖縄の苦悩と精

神を共有しようと苦悶した。ここ数年間、沖

縄に通いながら、一度は読んだはずの「沖縄

ノート」の再読に迫られ、当初は何気なく読

み飛ばしていた言葉が、改めて重く迫ってく

るのに気づいた。例えば、こんなフレーズが

ある。 
 「僕は沖縄へなんのために行くのか、という僕自

身の内部の声は、きみは沖縄へなんのために来るの

か、という沖縄からの拒絶の声にかさなりあって、

つねに僕を引き裂いている。（略）沖縄へ行くこと

はやさしくはない、と僕はひそかに考える。沖縄へ

行くたびに、そこから僕を拒絶すべく吹きつけてく

る圧力は、日ましに強くなると感じられる。この拒

絶の圧力をかたちづくっているもの、それは歴史で

あり現在の状況、人間、事物であり、明日のすべて

であるが、その圧力の焦点には、いくたびかの沖縄

への旅行で、僕がもっとも愛するようになった人々

の、絶対的な優しさとかさなりあって、したたかな

拒絶があるから、問題は困難なのだ。僕はかれらを

なお深く知るために沖縄へ行こうとする。しかし、

かれらをより深く知ることとは、かれらが優しく、

かつ確固として僕を拒絶していることを、絶望的な

ほどにもはっきりと認識することなのだ。（略）日

本人とはなにか、このような日本人ではないところ

の日本人へと自分をかえることはできないか、と思

いつめて走り廻っているのだ」1 

ねじれるような表現で苦悶した半世紀前の

大江の言葉に吸い込まれる。そこには厳しい

問いがある。豊かな琉球文化に同化の圧力を

かけたのは誰だったのか、死んだ場所もわか

らず遺骨も戻ってこない凄惨な戦場にしたの

2019 年度第 1回自治のあり方研究会（2019 年 5 月 7 日） 

 

沖縄の自治の魂 

―歴史と文化の視点から国と地域を考える― 

 

元読売新聞東京本社編集委員／ジャーナリスト 青山 彰久 

 
 写真スペース 
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行くたびに、そこから僕を拒絶すべく吹きつけてく

る圧力は、日ましに強くなると感じられる。この拒

絶の圧力をかたちづくっているもの、それは歴史で

あり現在の状況、人間、事物であり、明日のすべて

であるが、その圧力の焦点には、いくたびかの沖縄

への旅行で、僕がもっとも愛するようになった人々

の、絶対的な優しさとかさなりあって、したたかな

拒絶があるから、問題は困難なのだ。僕はかれらを

なお深く知るために沖縄へ行こうとする。しかし、

かれらをより深く知ることとは、かれらが優しく、

かつ確固として僕を拒絶していることを、絶望的な

ほどにもはっきりと認識することなのだ。（略）日

本人とはなにか、このような日本人ではないところ

の日本人へと自分をかえることはできないか、と思

いつめて走り廻っているのだ」1 

ねじれるような表現で苦悶した半世紀前の

大江の言葉に吸い込まれる。そこには厳しい

問いがある。豊かな琉球文化に同化の圧力を

かけたのは誰だったのか、死んだ場所もわか

らず遺骨も戻ってこない凄惨な戦場にしたの

2019 年度第 1回自治のあり方研究会（2019 年 5 月 7 日） 

 

沖縄の自治の魂 

―歴史と文化の視点から国と地域を考える― 

 

元読売新聞東京本社編集委員／ジャーナリスト 青山 彰久 

 
 写真スペース 
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は誰だったのか、 地による と

を りながら沖縄 大な 地を集 し

て しつけて たのは誰だったのか。 
「沖縄の 間でもない 間」が沖縄を考え

る とは、大江が したように、自 の

を問い し、日本と日本 を 問しなが

ら、「そうではない日本と日本 」を考える

がかりを めることなのかもしれない。 
 

「沖縄 」を えて 

かつて「沖縄 」という言葉があった。こ

れは、沖縄 ではない 間が、 にかかっ

たように沖縄に り かれ、沖縄問 を

して 、 なかた でかかわ うと る

精神の状 をいう。この言葉は、東大 だ

った が 1960 年の講演で、沖縄のこと

を考え ける「沖縄 」を日本 に

さ たい、と たのが 初だとされる 2。 
文化 の によれば、この「沖

縄 」には つの がある 3。一つは、

沖縄の の豊かな と文化に られ

ていく 。 本 郎は「それは一つの のよ

うなものだった」として沖縄文化についての

い タージ を いた 4。この

は 1980 年 以 、 奈 など沖縄

の らの 場などを通じ、沖縄の 文

化 の関 の まり と した。

はこれを「 の沖縄 」と けた。 
問 は「 の沖縄 」と ばれるもう一つ

の である。それは、「戦 の 」「

の 」「 の 」という言葉に 表される

ように、 に一 が を とした沖縄戦の

と から こされる。これは、戦

の にとどまらず、戦 は新 も

されず、 本 を る 政

の下で 圧された「 地の 」 の関

とつながった。ただし、そのまな しは

なものだった。国家のために沖縄が

になったと り けた 政治家の一 は、

「苦労した沖縄のために何かして りたい」

と ったが、それは沖縄の を みから

下 の言葉だった。 方、 を

える 新 力の一 は「本 の沖縄化に

る」と んだ。では、沖縄の苦悩をどう考

えていたのだ うか。このス ー ンは

で、沖縄の を深いとこ で つけてい

た。 くの沖縄の は さしい。しかし、

半世紀前の大江が いたように、沖縄の

の には「 な しさ」と重なり

って「 」があるようにみえる。 
沖縄に かう は え けている。

2018 年に 984 2000 を した。しか

し、それとは に、沖縄と日本政 との

関 は にない どの に している。

沖縄を苦しめる 大の問 は、 地の真ん

にある 間飛 場を る として、

新 地の が し けられているこ

とだ。その 地は れば 年数が 200
年になる。日 政 は、 が沖縄 の

大 にして た 戦が したのに

沖縄に 域の 7 を集 さ てい

る。日本政 は「沖縄に り う」などとい

う な言葉を り し、 新 地の

を している。「青い 、 い の沖縄

は される。でも、 地の は 方が

ない」などと言いつつ、 りをした

を わら たい。「日本の問 」「自 た

の問 」として沖縄の苦悩と から

わなければならない。 
 
つの視点 

政 から 2022 年で 50 年になるい

ま、沖縄を考えることは、 からの豊

かな文化をみつめ、沖縄を にないがし

にして た「日本（ マト）」と「日本

（ マトン ー）」の を り り、沖縄

に 、自らの を問い ことだ う。 
沖縄を考える視点は、 なくとも つある。

14　自治研かながわ月報 2019年6月号（No.177）
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第一は、 をそ けたくなる沖縄と日本政

の関 を 視し、「のしかかる マト」と表

現されるこの がな るのかを考え始

めること。第 は、琉球 沖縄を同化さ る

に って た歴史と を ること。その

で、第三に、沖縄を として、

日本の を「同化と 」ではなく「 な

自 歴史 文化 地域 政治 の連

」として ること。第 は、そうした

の となる「 と文化の場所として

の地域」の を沖縄から こと。そこか

ら、日本と日本 が れかけた「地域」の

、地域の にある「自治」 「共同 」

の がみえてくる。そして、第 として、

し 沖縄を東 ジ の を る

点に る を ることだ う。 
 
．「2019 」が ったもの  

 
（1） 化の ―― の視  

日本にとって沖縄とは何か、沖縄にとって

日本はどんな か。2019 年 2 月 24 日に

われた県 を通じて、沖縄の はこ

の な問いを日本に けたようにみ

える。県 はこれまで、 の

度にわたる で、日本政 が 間飛

場の と えに に新 地

を ることに る を間 に し

て た。しかし、 回ばかりは日本政 の方

を に る 表 をした。 
県 に がどんな いを込めるのか

が りたくて に かった。 日を 2
日 に えた『琉球新報』（2 月 22 日

け）一 ト には いた。「県 とい

う大 んか 政 に売るまで した」の

しで、沖 初の 川 作家 大

（93）が、 回の県 を沖縄の 現

史の に づけて る セージが 載さ

れていたのである。大 の な ンタ

ーでもなければ本 が執筆した でも

なく、大 の言葉を が した 例のス

タ だった。しかも、 前の 載であ

る。『琉球新報』に れば、 に大

な を えることを で、沖縄の新聞と

して をもった編集だったに いない。

が「 の 、琉球 、 治下から

の日本 など、本 の間で同化と 化に

れて た県 。『大 』を た県 の

に大 氏は している」という の言

葉で ばれていたことからもうかがえる。 
大 によれば、 国 はもとよ

り、沖縄県 は らく、日本に る

から に日本 同化しようともがいて

た。その苦悩を表現した元 の 治は

「沖 の 」とはの問いに「『 まと ん

（日本 ）』になりたくてもなり れない

」と えた。しかし、80 年 を に

は沖 の文化に自 を 始め、同化

ではなく ンテ テ ーを める「

化の作 」が始まった。文化 から始まった

が政治 なものになり、「 化」の

を が るようになったのは 1995 年

の の 。これを に、いつま

でも わらない 地の と を再

した。この「 化作 」が に んだの

は、2014 年の の だった。「

ーより ンテ テ ー」の言葉

が、沖 の「同化から 化」 の に大

な を えた。日本政 による

に い、 の新 地 に し、

「 化の 」と言える に した。 
大 が『同化と 化のは まで』という本

を したのは、沖 の 政 が日本に

された 1972 年 5 月。大 はそこで 山

と沖 方言 5 に る沖 の が

いことを いた。その は「『日本なしで

たい』という と『日本なしで ら

れるか』という 問が共 している」からで、

沖縄の自治の魂　15
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「このままでは「『 ナ 』と『 マ

ト』の 地 を るばかり」だとして、

な沖 の を えた 6。それから半

世紀。大 は再 、かつての を し、

回の県 を「沖 が っと地域の

をかけて日本政 と るようになった」

と づけたのだ。この い に いた。

これが い 間 でこの の みと文化を考

え ける沖縄 の なのだと えられた。 
 

（2）「ノ 」の 思  

よりも な  

開 の当日、 からの が 方から

りに わった。県 を した

の 所で開 を った 8 。

め りと同 に報 関が「

数」と 報した。その 間、 は っ

て を さ るとばかり っていたのに、

にも、 り いた は に んでし

まった。その 、 された が 50
を えたとわかっても、 り めた 気が

わら ことはなかったようにみえた。 
も ん、 は が 回ったことを

んでいた。だが、何かが った。それは厳

な のようなものだったかもしれない。

な 点がある通 とは なり、

の新 地 の の一点に って政

の方 を る を したこと

の「重み」を じていたのだ う。現状を

る り、沖縄の を 重 るような政

の状 ではないと誰もがわかっていた。

それだけに、これから ける の しさ

を くの が じていたようにもみえた。 
 

を り えた  

開 によれば、 新 地の に

な に が 43 4273 （72.15 %）、

が 11 4933 （19.10 %）、ど らで

もないが 5 2682 （8.75 %）。

数に る は 52.48 %だった。 
は、 回の 、23 年前

（1996 年）に 地の を めて

した県 の （59.53 %）も下

回った。「どうしようもない現 」と「

」のは まで くの県 が苦悩し

ていることのあらわれかもしれない。 
しかし、この県 は「 そう 地のこ

と、 めよう沖 の 」と、 い世 の

を 点に の レ の で始まっただけ

に な である。この には沖 の

の「自 た の は自 た で め

る」という自治の が込められていた。 
そもそも、 県 が 視された を

り えた県 だった。 前、

が政 に い

沖 うるまの が「 政 は国

の 」「県 は の い」

として 開 に 力しないと表 し、

県 が 視されていた。この 、「県

を める会」は、 戦 の 国 会で

沖縄県 の が された歴史を い

し、「 は えられるものではなく、自

た でか とるもの」と えていた。 
沖 には を われた歴史がある。

1945 年 12 月、第 89 回 国 会は 国

改 を日本国 として る 会を

るために「 員 改 」を

さ た。この は、初めて 政

を 現さ たことで られるが、 では、

に された沖縄での につい

て「 をもって るまでは はこれを

わず」と め、沖縄県 の国政 を

地 の とともに したのだ

った 7。日本国 は国 を としな

がらも、その で沖 から 表

を って さ ていたのである。 
「県 を める会」は、沖 にとって

がどれ ど いものかと した。そ

16　自治研かながわ月報 2019年6月号（No.177）
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の 、 の から「 んでいる地域に

よって で ないのはな か」と 問が

がった。 、県 の に「ど ら

でもない」を れて が し、 県での

が 現した。そこには苦 の戦 史

を れず、 と自治を める沖縄の

の い があったようだ。 
 

した 対 、ともに きる思  

回の沖縄県の県 例では、「本

め てに る の の数または

の の数のいずれか い数が、 の

数の の一に したと は、 はその

を 重しなければならい」と してい

た。そのため、 がその 数に る

かが大 な 点だった。 新 地を容

る自 と は、「 」というスタ

ンスをとり、 を 下さ て の

数を えようとした。しかし、開 の 、

「 」の 数は 有 数の 37
を 回る 43 を えたのだった。 
この 数は 2018 での

の を 回り、2014 での

の よりも い。県 が県 の を

一 と めたとみなければならない。 
地元 と共同通 が した 当日の

の によると、 世 で「 」

が 7 を えた。沖 から れた

重山を め、41 の てで「

」が「 」を 回った。 が

まれた も め、 大東 を く 40
で「 」が 数の半数を えた。 
筆 は、 の現場の はも

とより、 間 地を える でも、

が 66.4 に したことだ。 の

は「 に新 地がで なければ

間は 化される」という日本政 の に

苦悩したに いない。その いは の

悩みにもあらわれていた。しかし、この

は「 間 地をなく ために新たな

を に したくない」「苦しみを同じ

の で しつけ いたくない」という

だと で る。この点に、ともに るこ

とを にした沖縄の自治の を じる。 
 

ではない人々の思い 

もっとも、 の さを しで の

も だ う。 の いは ではない。 
開 に った深 のタ ーの で、

の は「 に しても、 の

通しがない。 間の は何年 のこと

かわらない。はっ りしているのは、 がて

の も もいなくなって誰も

を うとしないことだ」とつ いた。

、この は県 は したという。 
い世 も一 ではない。一連の で

まったのは、 地が る沖

の の 。 は 関 の家に

まれ、 ー ン も で え、 の

こうに 地に る戦 の がみ

える。 の フ では前 10 まで 関

が大 を てて ーテ ーを っていた。

「 地の 」を さ る場所だった。

から一 けた 、この で働く 30
の 2 と し、 雑な の一 を じた。 
一 は、「 に った方がいいと った

けれど、 しくて ってられなかった」と

しながら、まだ の ない の で、三 を

つま いていた。もう一 は、「 は の

の 間に 日前 に った」といい、

を える新聞を読んでいると、 し

に「歴史 なことが たんで よね、その

新聞、 にくれま んか」と言って た。

とも な で リ をあしらいな

がら、 地とともに ていた。そして、

沖 の ンテ テ ーと沖 の を考

えていた。 
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の本  

回の の本 は何か。それは、

新 地の を 沖縄県の を け

た の （2016 年 9 月）

を読み してみれば、はっ り る。 
この の は、新 地の が

る 間飛 場の半 以下であって と

してみれば沖縄県の 地 につながると

した で、「新 地に る には

わないとしても、 間飛 場などその の

地 を を める に るとは言

えない」「 が 一の関 にあること

を前 とした がいかなるものであるかは、

らかではない」とした。つまり、沖

の「 」とは、 地 の を

めることを のか、 の新 地

を のか、 での で

ははっ りしない、と していたのである。 
この 文を まえれば、 回の県

の は、沖縄の は「 地 の の

化」と「 新 地 」の 方であ

ることをはっ りと したといえる。したが

って、沖縄県 は、「 の め てが

間の を る 一の 」という

政 の方 に わず、 間 地の から

の新 地の という連 を

って、 間の にも、 の新 地

にも、ど らも る を した―

―と るのが本 である。 
この視点を に ると、沖 で深 な内

が 、 方の を「日本（ マ

ト）」の 間が よく して、その

を り てかねない。そうなれば、沖 の歴

史で何度も り されて たように、 は

に されるおそれがあるといえる。 
 

（ ） ー は トに られた 

沖縄問題ではない 

県 の は、 県 会を に

る力はない。しかし、 を深化さ

た政治 な は大 い。 新 地の

に を て当 した は、新

地 に を えることの を

て、 の政 開の 力と を

に れたことになる。その に、日本政 は、

を に め てて 地を るこ

との を ったことになる。 
日本政 が 政治を に さ る政

であるならば、日 とそれに づ

く日 地 によって 政 と 政

の が政 にあるにしても、 地の

地元の県 が に の 表 をした

を 視していいはずがない、沖縄の

の政治 を に みつけるなら、地

方自治の を の一つとしている

を ま ていることになる。 
こう考えると、 新 地の 問 は

「沖縄問 」ではなく、日本政治の問 であ

り、日本 の地方自治の問 になったとい

うことがで る。「国 だから沖縄は国に

え」という政治 は、 政治の にな

る。2000 年 改 で したはずの

社会の に る。日本の自治

に関わる「国地方関 」の 点からも、 回

の は重 な を つ。 
 
が問 れているのか 

 とこ が、 は県 の 2
月 26 日の 会 で、県 の を

け めると言いつつ の 間 の

方 には わりなく、「沖縄には沖縄の

があるが、国には国の がある」

「国も に された国会によって内

が され、 の政 は国の に

を っている」と た。 
 この 言は、沖縄の は日本の 度

に ず、沖縄が な で した

にも日本政 は されない、という
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になる。この が通 るなら、沖縄は

に報われない。沖縄 の国会 員 員が

を えて しても に国会では

数 になれないのだから、沖縄は「国の

」なるものに え、ということになる。 
 現場から考えれば、 地には地方自治

の の の 、

の も ばない。 国の を くことは、

日本の に「自治 の自治 が ばない大

な 間」を けて、地方自治を る

に かならない。自治 を るなら、そ

の場所 あり方は本 、「国政の重

」として国 の問 として国会で

しなければならない。 を る が

国 からみて 数 であ うと、 地の

の の には、 地が 地

る自治 の の を聞 、自治 と国の

な を と る。そうでなければ、

地方自治を した が 化 る。 
 沖縄が な 数 であることを し

て、一方 に自治 を る を し

ていれば、 がて同 に「国 」を りか

した な が、 の でも されか

ねない。「そんなことはありえず、沖縄だけ

は だ」というなら、日本にとっての沖縄

は に る場所ということになる。 
 な 、沖縄で県 が われたのか。

には日本の 政 の ずみがある。

政治 の が るように、日本の

は「 国との の で、さま

まなレ で『 』を る 力

を ず、ただ 国の を ればそ

れで りるとし、 の地域にその を

し ける考え方 8」で一 して た。そもそ

も とは、「 表 政 な 度が、

の 共 という 点を重視 るあまり、

一 の地域に 重な を し ける 度を

り け、 政が一 の『 数 の 』

ともいう をあらわしたから 9」という

の 方もうなずける。 
 
．歴史 文化 地域  

 
（1）「地域 」の視点 

「地域」とは か―― と沖縄 

地域とは何かを深く した に

郎（1918―1985）がいる。 は

1967 年に「地域 研究集 会」を し、

国 地で大会を開 ながら「地域 」を

した。「地方の 」ではなく「地域の

」を えたのである。それは集 の

政 で った社会を、 の

の視点から え し、「 大の 世界と

しての地域」から再 る だった。 
は東大を の 1978 年に沖縄国

大 に して沖縄に らした。そこで、

は くなった新 ら沖縄か

らの を した に を えた。ま

た、 地 （現 沖縄大 ）ら沖縄県内

の政治 研究 とともに「自治

」の研究会をつくり、1985 年に「 と

を と る『沖縄自治 』（ 本

例） 」をまとめた。沖縄に を いて自治

と地域を考えた の は も新 だ。 
は自ら した「地域 」を、

「地域に る た が、自 歴史

を に、地域社会と地域共同 に一

を 、（地域で共同 る） 自

を まえ、（ の自治によって）政治

政 自 と文化 自 を るこ

と」と した 10。 
この言葉は、 なくとも のように

ることがで る。自治と地域の に自 と

歴史と がある。重 なことは、そこに

る が一 をもって共同 ることだ。

そこでの自治には自 た の は自 た

で めてその を ける「自 」が

大 であるとともに、文化の 自 を
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ることが か ない。そのような みの

が地域であり、そこから社会を考えるのだ。 
この の に を けながら地域と

自治を考える 、沖縄は くのことを えて

くれる。それは（1）いの の と沖縄戦

の 、（2）地域の みを る精神、

（3）自 と共同 が一つになった共同 の

――が がかりになる。 
 

（2）沖縄 の を 点に 

文 から き った人 

 凄惨な地 戦だった沖縄戦では、県 の

に一 が を われ、140 を える現

の県 の 員が自 の 家

に戦死 を えている。沖縄の地域

の に、この沖縄戦の がある。 
の 文 は、沖縄 の第 32

の の があり、 が自 したこ

とから沖縄戦の を る場所とされる。

の集 を 、琉球 の が

しになるまで されて真っ になり、

数え れない どの が れた。その 文

から に した に会ったことがあ

る 11。 に ら 一（87）である。 
沖縄戦の年に 12 だった は、 の

家から と との三 で た ら

い、 にたどり いたのが 文 だっ

た。 から から が のように り 、

あたりは しい数の死 がこ がった。 の

れ だと って と、それは れた

間の 。 の琉球 だった は、ナ

ー の に かって「 の神 、そこで

まってお けください」と を わ た。

くにいた日本 は「わーっ」と ながら

だるまになって死んでいった。その をか

うじて 、 から たとこ を

に えられた。71 だった は「

ー、 トナ ー（戦 が わった）」と

つ いたが、 して も かなかった。 

のト に られ、沖縄

の 容所に連れて かれた。そこでも数

え れない どの数の死をみた。 はそこ

で えた。 容所の同じ にいたのは、

年 いた と を くした の家

だったが、 がて と の が 死し

た。 に われた日の 、 をみて度

を かれた。 容所で死 して に

されていた遺 が て で り こされて、

一 に死 が かんでいた。それは 文

で た死 の山より かった。 
年 、 っと に戻り、 に通い

し、 は、 るために 死に を

んで 地で働いた。 
戦 40 年 の 1985 年、 文 で自 た

を めた に会う になった。日

同 で 沖した の らの 内 に

さ られたのだ。「あんなにめ く に

したのに、よく かった」「 ていて

よかった」。 らはそう って を った。 
がて くものを られた。 しくなっ

た元 の一 が、 会いから数年たって

日した 、「沖縄戦に ると 、 た

は からこんなものを されていたのだ」

と、 けた ー を た。そこに かれ

ていたのは「JAP HUNTING LICENSE」

の文 。「日本 郎の 」である、

日は真 の「1941 年 12 月 8
日」、有 は「 まで」。これを自

に た元 は言った。「戦 を ると、

間は 、とんでもない になるよ」と。 
であれ 方であれ、 間を 間でなくし

てしまうのが戦 だ、 らを そうと う、

でもあの戦 は れない。 はそう言った。 
 
を り ける人 

沖縄 は を に、数 年前の

地 、 ン を した の

の死 が集 した 地に われている。
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それらが され、あ こ に 、「

マ」と ばれる自 がある。これが戦

の日本 の 地となり、 の 場所に

なった。戦 が わった 、 マには大 の

死 が たわっていた。沖縄戦の死 の

な数はいまもわからず、集め れない遺骨も

れられている。その マに る の遺骨

を 報 で り け、 文 の にある「沖

縄県戦 遺骨 報センター」に 骨し け

ている に会った。「 マフ ー」（ マを

る ）という の NPO を して、その

表を める 、65 である12。 
戦 が わって 初に遺骨を集めて

を てたのは、地 戦を た地域の

だった。しかし、集 で 骨 るの

が精一 で、 の マにある 数の遺骨

は れられが だった。 らが り し

ているのはそういう遺骨なのである。 
は、これまで り した遺骨の

を してくれた。遺 とともに つかる遺骨

は、「一 一 の死の 間」を るという。

くて らかい のようなものが まった

があった。それは の で 化

るまで かれた 骨だった。 のみ

に を ばしたままの遺骨もあった。それは、

死の重 を い、 ばれた マで を め

ながら した 間の骨だった。 けた骨

骨と一 に大 骨と の骨の だけが

て たこともある。その は、 をして

の前で を さ 自 したことを

していた。骨と一 に の の タ

ンが つかったこともある。「 」

として 員された 年の遺骨だった。

が けられた 、沖縄の が

うかん し（ジーフ ー）が骨と一 に

て たこともある。それらは が

を って た たお りだった。 
に連れられ 2 日間、沖縄 の

マで遺骨を一 に ってみた。内 は日の

も さない だった。 トで ら と

は真っ 。それは の で か

れた なのである。 を った。大 な骨は

てこなかったが、 になった などの

さな骨がいくつも つかった。そこには、

「 で しようと る戦 」ではなく、

「自 の でさわって じとる戦 」があっ

た。その マで り した の骨が っ

た を で えてみた。ズ リと重く、

の の遺骨が れに えてならなかった。 
「どの遺骨も、『戦 』という な

言葉では表現で ない『一 一 の な

死』を っている。これが戦 の だ。

な 、こんな死に方をしなければならなかっ

たのか。戦場での死に、 国神社に られる

『 』などと されるような かな死

など、あるはずがない」「誰の遺骨かわから

ない。どの遺骨も自 の家に戻してもらって

いない。遺骨から が聞こえるようだ。あの

に ていれば、この骨は自 だったか

もしれない」 はそう った。 
これが沖縄で る の なのである。

「いの を大 に、 と自治の に」とい

う沖縄の地域 は、このような現場から自

に がっていると した。 
 

（ ）地域と自治の を する  

地域の ー 

歴史とは、 の の なる 集でもな

ければ、 った日 を かし だけもの

でもない。歴史を ことは、現 の を

かめ、 の がかりを つけ 作 だ

う。沖縄では、地域の んだ をたどって

の の がかりを考える地域史づくりが

んで、それが自治の 力になっている。 
に、 が編 る自治 史ばかりか、

1980 年 以 は、「 （あ ）」と ばれ

る集 にまで り下 、「 史誌」として編

る みが に がった。1988 年に沖

沖縄の自治の魂　21
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縄県 館が開催した「 史誌関

」での には、 史誌として

64 点も 載された。 の は、「戦前

の 」「 」「戦 」「 治下の苦

悩」「日本 の 」など らしの の

にあった。 には の （こわん）

という集 のように、1955 年から 13 年か

けて 5 にもなる 史誌を編 したとこ

もある。戦前は な 地だった「

」が沖縄戦で戦場と化し、 は 容所に

集められ、しかも 容所 から に元の

に戻されず、新しい集 を していく。

その が、 な文 と の聞

りで づけられている 13。「自 と自 の地

域の んで た 」をもう一度 かめる作

は、自 に と地域の一 を る

力になっていくのである。 
沖縄の はな 歴史に り てられるの

か。それは、沖縄がこの 140 年の間、自ら

の地域の が何度も えられたことと関

していると ることがで る。 治 新 の

「琉球 」（ 県）で「琉球」が「沖

縄」に わり、沖縄戦で されて に

されて「沖縄」が再 「琉球」になり、

政 の で「琉球」がまた「沖縄」 と

した。これが沖縄の の ンテ テ

ーを める を さ った。沖縄の を

研究 る歴史 の 政 の言葉を りれ

ば、何度も いた「世 わり」が沖縄の

に「自 の 」をもたらし、 を

えた 14。そこから改めて沖縄 沖縄の地域

文化を再 る が まり、「自 た

の地域の を自 た で く」という自治

の いを めていった。 
 
年 の集 日 を した 

数 くある地域史 の でも、現 の沖縄

が る問 に る ー スを作

っているのが沖縄 の 江 である。 

この は、 治下の 1950 年 前半、

沖縄で何が ているかが えられなかった

、 が 地を 力 に して、

がて沖縄 を るが 「 るみ 」に

した現場である。「とうとう になっ

てしまった。 を るのは ずかしい、し

かし、 地を り て を にさ る

はもっと ずかしい」。 江 の は、

こう いた ー を て沖縄 の

を いた。これが「 」と ばれ

て沖縄 で共 を 、当 の な

に る の 点になった。 
当 の の （1901―2002）

が 1 3000 点もの を していた。沖縄

現 史を研究 る社会 、沖縄国 大 の

山 らが、その を る「 江

戦 館」と 力して、15 年がかりで

が した ての を作った。そし

て、1955 年当 の た の を した

一 の日 を した 15。 
現 の 問 でも、圧力を える日本

政 に真っ から ず「地域の 」の

政 を した うが だ、という 方

がある。 は、「 力 るから地域の

を」というこの は、 が 場を

るために 地の け しを 江 に通

告した 1953 年当 からあった。「 に

したら の がで ない、 からの

が される」「 に 力 る は が

あり、 が くなる」というのが の く

の の け めだった。それは沖縄 を

う 気でもあった。しかし、そこから「自

力で る」という方 じたのが 江

の であり、その しい を えるの

が された日 だった。それは「どう

って ていくか、何に を めたらい

いか」という 苦しさの でも自 自

治の精神を てなかったことを える「

て たあかし」だということがで る。 
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の 『 と 16』の元になっ

ている集 の 会の は、 の A5 ノ

ート（112 ）で、表 に「1955 年 4 月 28
日以 」と されていた。日 が始まる 前

の 3 月、 は を ー ーで し、

を って 地を した。 状を える

の下に琉球政 の ら 17 が れたの

が 6 月 7 日。琉球政 の は、

を して当 の を したらどう

かといった。日 に されているのは、その

の の言葉である。「自力で る。

を ける なし。 く（ の り ら

た） を ことが だ」 
日 には、 の琉球政 にいくた

めの をみんなで し ったことを

が載っている。「 」と表 された も

いて、その を ない もいた り

をうかがわ る。そして、 の が

に され、 報、 、 り 、 、 、

かつお など、 した の が

される。 に苦しい で集めた を大

に ったことが わってくる。 
自 を めて ようとした のありの

ままの を読めば、「日本 のため

に くの 地が沖縄にあるのは 方がな

い」「沖縄の 間は 地のおか で して

いる」という 言が、どれ ど 地の歴史を

らず、沖縄の を つけるかを える。 
 

文 の ー ス 

社会と 間の みを るために さ

れた文 ノを「 遺 」という。これ

を 集 開 る が「 ー

ス」（文 館）である。 ー スの

を んだフ ンスで 1988 年に国 文 館会

が開かれた 、当 の大 テ ンは、

ー スに えられた「 遺 」を

「 が て たことの 」、「

た の世界がどう み てられているかを

る 」と表現し、「 はそれを る

を っている」と んだという 17。 に

る にある沖縄県 文 館には、

この ー スの が づいている。 
沖縄県 文 館は 1995 年、 文

に けた 「 の 」と んで、

大 の の いりで開館した。

県 の 文 館としては 国で 26
だが、その 力は、沖縄戦の前 から 27 年

間にわたった 治 の 大な を

集していることにある。14 にの

る琉球政 の文 の か、 前の

地 地 、 の における

関 など、 ントンの 国 文 館か

ら 集した沖縄 治に関 る 本国政 史

、 治 関だった 政 （USCAR）の

史 がある。文 にして 400 、写真は 2
6000 、 は 1000 本 にの る。 
そこには、現 の「 間 問 」

を改めて考えこま る史 もある。例えば、

1945 年 6 月、沖縄に した に が

した の 間飛 場の写真がある。

また、 トナ 戦 の 1966 年、当 の

が、 の大 一 を 力 が

で る に る を っていたことを

も されているのである。 
文 館には研究 だけでなく な

が れる。この は、歴史研究 を

る な場にとどまらず、沖縄の が

について な をもって現 と に

けて自治に るための 報 の 点

になっている、ということがで る。 
 

沖縄 現 史に を けた  

の前のことしか考えない現政 と、歴史

から ことを自治の に く沖縄。その

れ いを に ったのは、2015 年に

われた の と、当 の の

の集 だった。第 4 回 の
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集 （8 月 29 日）のことだ。 
は言った。「19 年前の 本

と ン ー 日大 の会 で、 間飛

場の の として、（ 地の）県内

に日 政 が した。 間

問 はそこが 点だ」。 は した。

「い う。 が、 が（ 容所に集め

られて）いない間 、1950 年 に『 と

ー ー』で 地を に 容して

地を作ったことが、 間 問 の

点だ」。 は、戦前からの沖縄の歴史を

ながら、沖縄県 はこれまで一度も んで

地 地を し したことはなく、 した

に 地と を一方 に われ、 さ

れ、 間としての 厳と りを つけられ、

「魂の 」があると えたのである。 
しかし、 は「 は戦 まれなの

で、そこまでの歴史を されても る」

「 自 にとって 間の県内 を めた

日 が 点だ」とあくまで らなかった。

は、 を の にな

らえることが で なかったのだ う。そ

もそも の前 となる 間 が なった。 
は「お い、 の戦 の を て

たんで ね。 れ いで ね」と言った。 
とこ が、 はその の 会 で、

「（ の には） 同で ない。戦 、

日本 国、 惨な でみんなが苦労して

で自 な国を て た」と った。こ

の 言は重大だった。沖縄 当の政

として、あまりにも に けていた。

史家の 政 は当 、「このまま

したら、あのような 言が日本を 圧して

しまうのではないか。 がりなりにも沖縄を

して た 間として、一 何のために

して たのか、その が問われるという

より、 し 、それを問わなければ自 が

れていくという じがした 18」。そしてその 
年の 11 月、4 の研究 とともに「戦 沖

縄 歴史 ー ――沖縄と日本の戦

史をめ る の 言に し、

な歴史 をともにつくることを か

ける 」を 表した。 
 

（ ） の が えるもの 

沖縄の は、 んで た を何度も

しながら「沖縄の 」を めている。

それは数 年にわたる「 」にもあらわ

れる。その が、沖縄 の大

で られている である19。 
「 こんな しい は にないので 。

いつ てもこの ばかりは本 で 。その

しさの を ねると の当 であって、ど

うしても しくなら るを ない にある

のだとさえ えるので 20」。 の

をこう表現したのは、 の

（1889―1961）だった。 は戦前の

沖縄に何度も を んで沖縄の を ね

、 の に 会った。 もな

の た な に本 の があると考

えた は、その な をこの に

つけ、その しさには があるといった。 
とは、 の 年 「

」から を って る である。 くて

くて りがあり、 の気 でも リ

と る。この は、400 年以 前から、琉球

の から にいたるまで か ない

の 地になった。 地は大 な

ど くわずか。 では、沖縄戦の を

り えた （重 文化

間国 ）らの 力で されて た。 
30 にも は の から始まる。

は さ 2 ート 。まず、それを

に 。 の り は年 のように 20 数

の になっていて、 で り込みを れて

を一 ずつ が 。 に 4 に

け、 いだ を を れた大 で る。

いした に を 、 ばさみで何度もし
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いて を り 、日 で 。これ

で っと に る前の が う。 
に始まる づくりには いた。 えた

を に って の で に 、

それを んではつな ながら一本の に る。

は けないように、しかも はで

るだけ さく る。 間と 間がかかるこ

の が、 り た の の を

る。一本の から れる は 20
、 地 になるのは 5 しかない。

地一 には が 1000 かかる。

一 を るには 200 本の が で、

それだけの を 気よくつくるのである。 
は て、沖縄の の から

った で める。 に るには琉球 の

葉を い、 には の を う。そ

の にもフ 、 マ 、ス 、

などを う。 の に、セ 、トン 、 、

など自 日 などを くのである。 
これで かるように、 の しさは、

の 方と地域の みから まれている

のである。 も も ンも、

て地域の自 に していた。 を

ることだけを るなら、 を った大

に しただ うが、この の 作に

は が一 場しない。どれもが な

なのである。その には の

をしない真 な 方が っている。しか

も、 ての が 会 同

の ン ーを に 70 の共同で われ

ている。 の とは、「 で豊かな自

」「そこで ら 間の のない ら

し方」「そうした が力を わ る労働」

が 「地域の しさ」だったのである。 
自 の みをかけがえのないものとして

け って ら こと。 を ずに に

を ること。自 だけの 考えを

い めるのではなく、 いを い って え

って 働 ること。そこには「自 と り

う豊かさ、共同 の で ら 」と表

現で る地域の本 があった。 
沖縄という地域から日本を考えることもで

るように う。日本の国 は本 、沖縄が

えるように、それ れ地域 有の しさに

えられていた。 山 はもとより

大 の にも地域 有の「

の 」の があるはずだ。それを がかり

に れば、新たに み いた によって

「 の 」がさらに さ られる。地域

の に気づいてその に 戻ることは、

なる に ることではなく、地域

とに された の本 を の

さ る みとなる。 のない

大が わったいま、地域で ら ことの

を考える の共 を はずだ。 
そうした みが「 と 」「東日本と

日本」「日本と沖縄」というように、 い

に いを と る関 る がかり

になるだ う。そのことは、 ジ フリ

ー など、 国の地域に ら

がつくる 有の しさに共 る

をも うことにもなる。 
 

（5） 人の自治の思  

ナー の び 

が現 の沖縄県 のまま 死し

た 2018 年 8 月 8 日、その第一報を沖縄で聞

いた。その 12 日前の 7 月 27 日、 は沖

縄 による の を 前にして

会 を い、「 に新 地を作ら

ない は県 とともにあり、 も るが

ない」として、 の である め

て の 回を表 したばかりだった。その

会 で る は だった。 も も

こけ、がんの治 で の が て けたそ

の を くの県 が っていただけに、 死

の ら に沖縄の た は言葉を った。 
の死から 3 日 の 8 月 11 日、 が
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る 、 内で当初から されて

いた「新 地 を める県 大会」が

開かれた。それは 「 集会」だった。

はず れになりながら、会場を めて

いた。 には が るはずの に

の を る リーンの

が かれた。 わってマ を った の

治は、こう りかけた。 
 「 は 前、 に何度も言った。『沖縄は

の連 だ。しかし、一度も ナーン

（沖縄の 間）は りを てることなく、

い けて た。 ナーン が を一つ

にして う はお前が るよりもはるか

に大 な力になる』のだと。 （ 問

は）国の だと言われても『 ー

沖縄』の えは ナーン の だ」 
その 治は、半年 の 年 2 月に われ

た県 の当日、沖縄 の にあ

る沖縄戦の 「魂 の 」から し、

の 、「新 地 の を」と えな

がら 間とともに、沖縄 の まで

している。「魂 の 」とは、沖縄戦

の 点となる である。 の

らが 容所から さ られた 1946
年 1 月、その地で を再 るため、そ

して死 の のため、日本 も も

なく、 も 間 も なく、あたり一

に した遺骨を い集めて して てた

のが「魂 の 」だった。沖縄戦が わって

初めて てられた沖縄の の による

の だったのである。 は から

「政治の 点は だ」と えられ、

沖縄県 と何度も を重ねた ャリ

の で、告 初日の に ず、この の前で

を わ たという。その は、沖縄の

間の を の い と重ね わ た。 
 

強 な自治の思  

政治と何だったのか。 は 2018 年

月、地元 『沖縄タ ス』の に「政

治家 を づくるものは何か」と問われて、

「沖縄の歴史を ることだ」と えた。 か

ら が る ど現 が しかった 下

の 1950 年 、 が沖縄戦で した

地を一 い ようとした 、 は

の を るみで っ ねた。 からの

地を る い だった。 は「（当

の） た のおか で も 地に して沖

縄が で るのだ」と したという。 
 「自 、歴史、 、文化といった た

が いて た を け いで う

と る 、もは ーでは か

ない。沖縄は りと 厳を り戻 では

ないかと った」。 は くなる 3 年前

に した 『戦う 』21でこう った。

この が、「 ーより ン ン

テ テ 」という言葉の だったのだ う。

沖縄文化の にある「う なー 」と

ばれる琉球言葉の も、「 、

、 で を一つに」と えて の 界

を えた「 ー 沖縄」もここから まれた。 
日 の を め、かつては自

県連の も めた の真ん にいた

間の の には、 国神社に戦死 を るこ

となどに を 国家 とも い、

自 を ると言いながら の

場 に る新自 とも う

な の気 があったように う。

自 歴史 文化から る自治の

、それを 政治を る があっ

た。だからこそ、「沖縄は 地を かる わ

りに をもらった うがいい」という

県の に り、 に された地域の政

治 に わない政 に、「沖縄には魂

の がある」と えて、 し てを

したのであ う。さらに言えば、その政治

から「 ー 沖縄」を した 、

ンテ テ ーをもった地域の で を
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める にもたどり いたに いない。 
こうした は沖縄だけのものではない。

国家の がいつの間にか、 の 集

だけで され、その を で わ

たり を したりしながら 治 る れ

が まっているのではないか。それ れの地

域の歴史 文化のなかで される政治

が に 重され、それと真 に して

点を つけていく政治と 政の みがな

ければならない。そうでなければ、国はのっ

ら うになる。 の る場である

「地域」を 点にした「地方自治」は

る。 くなった の琉球 の えにはどう

えればいいのだ うか。 
 
． 日本と沖縄、沖縄と ト  

 
（1）日本から かる 

沖縄と日本の  

日本政 は沖縄県の県 を考

る気 がない。そうだと れば、県 が

を めて「 」の 表 をして日本政

に再考を めた沖縄は、どこ くのか。 
沖縄では、 治 新に って琉球 国を

「沖縄県」に えたことを、「 県」と

いわず「 琉 県」と 。江 の下の

「 」ではなかった琉球 国を さ 、い

ったん日本の一 としての「琉球 」に え、

その 、 治 新政 の から 12 年 の

1879 年に「沖縄県」とした。この「琉球

」から 年で うど 140 年になった。 
沖縄にとって の年はさらに く。

2022 年は沖縄の 政 から 50 年を

える。日本は 1952 年の ンフ ン ス 講

を して を回 したのと同 に、

沖縄を日本から に り して の

に委ねた。「日本は沖縄に がある」

というレトリ を い、沖縄には リ

の も日本国 も されず、 には

「国 」もなく、日本 の の自 が

された。その間、 地 の が

まる日本から のない沖縄 、 をは

じめとした 地を集 さ た。 は

トナ 戦 に沖縄を と の重

点にした。27 年間の 月を て沖縄の 政

を日本に戻したのが 1972 年。それでも、

地の集 を るには ど く、

の 関 の は えず、 と

に な を える日 地

を 本 に されることもない。 
この沖縄現 史は、沖縄の が自治を

した歴史でもあった。沖縄の歴史 苦悩

りを えて くなった の の

を 2018 年の で えられたのは、

「 ナーン 、 テ ーナ ン

ー」（沖縄の 間をないがし にしては

だ）という の言葉だった。この

が われた 年は、 前の琉球政 政

を初めて に した「 」

から 50 年に当たっていた。沖縄県 の

点を 年でもあったのだった。 
 
れながら自治を めた 

リ 政 は の 1952 年、 ンフ

ン ス 講 で に沖縄が日本から

り されたのに わ て、沖縄の 治 関

として「琉球 政 」（USCAR）を

るとともに、 政 の

を えた「琉球政 」を さ た。

は三 とはいえ、 には琉球政 の

に UACAR が し、そのト である

は の から 員の ま

で 大な があった。 政 も

による で、沖縄の は USCAR
に らえなかった。この 政 を沖縄の

が 16 年かけた で に さ

たのが 1968 年。沖縄以 の日本の自治 が

1947 年の日本国 と地方自治 の で
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から ってくるかのように自治 を さ

れたのとは なり、沖縄は自らの力で自治

をた り た。沖縄の が地方自治に

い いを る の一つがここにある。 
のりは ではなかった。 は「

か、 な豊かさか」で れた。

の では、当 、 だった の

治は「 地が なくなると、県

の 60 は に い、再 戦前のように

を い、 で く に 戻り る。

いつまでも 地 の を けるわけ

にはいかないが、本 と の関

を ることが になる」と えた。

る沖縄 員会の会 は「沖縄

は戦 と深い関わりをもつ 場に かれてい

る。 戦 につながる一 のことに

る で豊かな を くために県 と

ともに働く」と えた。 に日本とつな

が うとした に して、自治と の

を えた 。 は を た を初

の に んだ。それでも「 地か

か」「地方自治か との か」の

を前に、 は「 容と 」の間で り

が れるような を り した。 
こうした を んで た沖縄の は、

に沖縄の自治を める を 、

年 2 月の県 にたどり いたのであ

る。 は 、数 の の年を えなが

ら、 第に「沖縄にとって日本は何だったの

か」を改めて考えるだ う。現政 が、日本

と沖縄の リ ートな歴史に いをは るこ

となく、 新 地 問 をめ って

圧 な を を けていけば、沖縄では、

る ジ を視 に れつつ文化

政治 に日本から れようと

る 力が働いていく。 
 
 
 

（2） ら 2000 年分 の  

視された地方自治  

日本政 は、沖縄に圧力をかけ ければい

ずれ県 もあ らめるに いないタ をくく

っているようだ。政 の を に表し

たのは、 国 が 4 月 5 日、 の

新 地 を めるために沖縄県 が っ

た の 回は だと づけ、沖縄

県の 回 を り を下したこ

とである。この は、沖縄県が 2017 年 8
月に った の 回をめ り、

沖縄 が国 に して った 政

に づく し てに る回 だ

った。これで前 の が くな

る 前に した に づく の 回

が になり、元 の が 2013
年 12 月に った「 」が した。 
県 が「 」の 表 を した県

から 1 か月 しかたっていない。

に ても である。それ以 に、この

は、2000 年地方 改 で した国地方

関 の り めに をつけた。 
回の さを改めて う。国と地方自治

の関 を、「 下 」の だった国

の通 を ることにより、「 力」

の関 と るのが 2000 年 改 だった。

年、自治 の自 を って た で

な国の関 をなくし、国の な

を し、国の関 は、 に の

あるものに された。 
の のような の場

、 に 当の いがあるなら、

有 の所 大 である国 は、

「 の 」「 の 告」「 執 」な

ど、新しい地方自治 に された を

めばよいのである。それが、新しい国と地方

の ー だった。 
とこ が、 回、政 自 がこの を

通りした。 間をかけずに沖縄県 の
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回を ために、 された地方自治

の を け、本 は が うことを

している 政 度を った。国の

関である沖縄 に し てを

さ 、同じ国の 関の国 が の

を れて したのだ。 
沖縄 の し てを る国

は、 な を下 る第三 の 場にあ

るのだ うか。国 の は、国と地方を

にしようとあれ ど を重ねて し

た地方 度を なものにした。

改 の は沖縄から 化が始まっている。 
 

行 度の  

この政 の の問 の は深い。 政

の は「国 の を 」

にある。一 とは って、「 有の

」を つ 政 関は にされている。

また、 有 の 文も、 の

が国の場 は「 」と され、 間

の場 は「 」とされ、 らかに国と

間 の を けして されている。 
それ え、100 を 政 研究 が、

「 有 で えられた な 地

（ 有の ）にありながら、国が一

と同じ 場で を うことは され

るはずもなく、 に かならない」と

していた。政 が沖縄 に同じ国の

政 関である国 に の を わ

ることは、「 の を る

に される『第三 』『 』『

』を わ る」と していたのだった。 
しかし、 回の では、沖縄県が の

を えたのに して、「 は一

の 場で（沖縄県 から 回の）

を けた」として沖縄県の を けた。

また、 政 度の だという

に しても、「 有 の所 大 と

して の 場で る」のであるから、

度の はないと っ ねた。 
国 の に して、「本当にそうなの

か」と 問を かけたのは、地元 『沖縄

タ ス』の 4 月 6 日の社 だった。同じ政

を る と国 の連 が

に したと うのも当 である。 
治下にあった 27 年間も、 政 が

されたその の 47 年間も、沖縄は一

して、日 を にした「

が てに る」という に み

られて た。 の を みあ る

な ー を に い ってまで

される とは何なのだ うか。 
 

分 の を り す 

問 を る は、2000 年 改

に 戻ることだ う。そこで されるの

は、かつて が した

告の に 2000 年 改 に言 した

があったことだ。 は、国と

沖縄県の間で した を るため、

2016 年 3 月にいったん を さ て、

を再 した がある。 は

2016 年 1 月 29 日に国と沖縄県に した

告文で、健 な国地方関 を った

2000 年 改 に言 していたのである。 
たしかに、この は、 の があ

った国に り しをさ 、 は国を

に くための だったと された。その

、沖縄県を さ た を れば、

その は当たっている。ただし、 告

文自 は、2000 年 改 の精神に 、

か かの だけではない 方

を していた。 告文は のようなものだ。 
 「現 沖縄 日本政 という の に

なっている。それは、その についてど

らが いという問 以前に、そうなってはい

けないという で、 方ともに

である。なかんずく、 11 年地方自治
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改 は、国と地方 共 が、それ れ

の 政 として を し、 力

の関 となることが されたものである。

このことは、 の において

に められるものである。同改 の精神にも

る状況になっている」 
所は、 が う では、

2000 年 改 に われた「国と地方の

力」の精神が だと えた。国がい

なり 執 を したのに し、

所は、 執 は「 の方 では が

しい場 だけに られる」という改 地方

自治 を し、国の さを した。そ

の で、 告文はこう けた。 
 「本 ある としては、沖縄を め

ー ジャ ンで の を して、

国に 力を める である。そうなれば、

国としても、大 な改 を めて に

改 をしようという になりうる。そのよ

うにならず、 とも で うと ると、

に本 で国が ったとしても、さらに

、 め て が 回されたり

に う が となったり ることが

され、 と が く があ

り、それらでも ける はない。 し

、 については の な が め

られて るリス は い。 に国が

けるにしても が 当 度 るであ

う。県が ったとしても、 が 一の

だと る国がそれ以 の方 はあ

りえないとして 間飛 場の を めな

いとしたら、沖縄だけで 国と して

間飛 場の を 現 るとは えない」 
にいえば、 重な 地 を わされ

る沖縄県の を んで国は方 を て し、

それを に リ と再 ることしか

の はありえないという に読める。 
所の は な の でしか

しない。 に日本の 所は 度に政治

な問 を ける にある。しかし、「

告」となれば、 から一 を

いた を ことが である。この の

告文は、 という をとったから

こそ、考えられる問 の を していた

のではないかと われる。 
 

（ ） の はどこへ 

の思考 

問 を の から考えたい。

地は、 など自治

の自治 を る である。 は 92
で「地方 共 の に関 る

」は で めなくてはならないと

している以 、沖縄県 新 地を え

る地元 の自治 をどのような で

るかを めた「 」が だ、とい

う が り つ。 
方で、 新 地 は、国会で

が したように、日 に

関わる「国政の重 」である。だと れ

ば、 新 地問 は、政 内の で

ま ず、 一の 関である国会の を

めた 41 に づ 、国会が「国政の

重 」として「 地 」を

るのが だということになる。 
に関わる を ると れば、

95 に づく「地方自治 」にな

る。95 は、「一の地方 共 のみに

される は、 の めるとこ によ

り、その地方 共 の の において

その 半数の同 が られなければ、国会は

それを ることがで ない」と めてい

る。したがって、国会でこの を した

の 、沖縄県 といった 自治 で

新たな を い、 半数の同 が ら

れなければ で ない、ということになる。 
この問 は、2016 年に

で われた で り られていた。沖縄
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県 は、 の を に「自治 を

る以 、 を ずに を め て

て 地として ることはで ない」と

した。国 は、 は国の で

あって新 地 は自治 を るという

は当たらず、 地の の となる

は ないと した。 、

の は国に をあ た。 所は、

の新 地 が「自治 の 」を

うことを めながらも、「本 の

およ これに って じる自治 の は、

日 およ 日 地 に づ

くもの」とし、「（国会が 一の 関と

して国政の重 を している）

41 に るとは言えない」と けて

しまったのである。日 第 6 に

づいて日本政 に 地 を けた日

地 が であるというわけだ。 
この に の が 問を

た22。 92 から考えれば、地方自治

の自治 を る は地方自治の本

に づくものでなければならず、95 の

に づいて の自治 だけに される

にはその自治 の による が

となるにもかかわらず、 にはそうし

た がない。 の の

に えば、国は、 を って 92
95 を り けて地方自治 の自治 を

いくらでも で てしまう、とした。 
 

地方自治を した の 認識 

沖縄に 重な 地の を わ て

いる問 の 本には、 政 の がみ

がある。前 した の に るように、

それは「ただ 国の を ればそ

れで りるとし、 の地域にその を

し ける考え方」で一 して たからだ。 
その 地にしても、 は「

地の を けているのは国 なのだ

から、『（その 地は）本当に沖縄でなければ

ならないのか』を、国 一 一 が考えなけ

ればならない。 地の 場所の は政

にしてはならない」と した。

に 地を る を し、国 の

表である国会 員が集まる国会で「 で

なければならない について を く

」と えた。沖縄の自治 を る

新 地問 は国 で しなければ

ならず、そう ることが地方自治を る

を再 ることになるとの である。 
沖縄の地方自治にこそ日本国 をしっか

り る がある。それは沖縄戦 史が

える大 な でもある。 史家の 関

彰一が るように、日本国 の

は 本 に 治 と しているが、

治 になくて日本国 に初めて えられ

たのは第 の「戦 の 」と第 の

「地方自治」である。この つが戦

を 表 る だった。しかし、 の

下に かれた戦 の沖縄は「 な 治」

となり、「戦 の 」も「地方自治」も

されなかった。しかも、 政 が され

た もこの 文の が本 から 視され

けている、と 関はいう。例えば、1972 年

の 政 に って沖縄の 地を

に るために沖縄だけに された

「 地 」（沖縄における 地 の

に関 る ）がそうだった。地 との

が しない場 にも日本政 が 年間

で るように るために、沖縄だけ

に る だったにもかかわらず、日本

政 は 95 による「地方自治 」

にしなかった。当 の政 は、地方自治

は「地方自治 の あるいは に

を えるものではければならない」と し、

沖縄に る「 地 」の は地方自

治 ではなく 地の地 だという で、

地方自治 の にした23。 
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これに される「 な 沖縄」の歴史

を の新 地 問 で再 り の

だ うか。「 政 も 地 地の

も、たしかに国の である。しかし、

地が える問 の てが国の である

はずはない」と 関彰一は言う。 の健

な の は、地方自治

が う 本 な である。それがないがし

にされるなら、地方自治を した は

化していく。沖縄は なのだというな

ら沖縄に る となってしまう。 
 

（ ） な地域と自治を する日本へ 

 「自国の政 にここまで一方 に られ

る地域が沖縄県以 にあるでし うか」。

くなった沖縄県 の が 2016 年 8
月 5 日、 の でこう

た言葉は だった。 の言葉は、現

政 だけでなく、「日本（ マト）」と「日

本 （ マトン ー）」に けられていた。 
豊かな歴史ある琉球の文化と自治を める

魂に同化の圧力をかけているのは誰なのか。

死んだ場所もわからず遺骨も戻ってこないよ

うな凄惨な戦場にしたのは誰だったのか、

地による を りな

がら沖縄 大な 地を集 して しつけて

たのは誰だったのか。問われているのは日

本の 治 だ う。自治を える沖縄をみ

つめて考えなければならないのは、「 な

自 歴史 文化 地域 政治 の連

」としての日本であり、 な地域と自治

を る国のあり方なのではないか。 
な自 歴史 文化に した地域の

を 、その で 開される自治を

し、そこから まれる な政治 を

していく 社会を、20 世紀 点の日

本は したのではなかったか。「沖縄のい

ま」を がかりに、自治と 社会の方

を めなければならないだ う。 

                                                  
1 大江健三郎『沖縄ノート』（ 1970
年）14―15  
2 「沖縄 」『沖縄大 』（沖縄タ ス

社 1983 年）（ 執筆） 
3 『死 た の戦 誌――沖縄戦 をめ る

との 』（ の 2009 年）136  
4 本 郎『沖縄文化 ―― れられた日本』（

新社 1996 年）（初 本は 1961 年） 
5 「 山 」とは、 日本 の久 の

山 が、 リ に されて された

告状を えた ら 10 をス と

して した をめ り、1972 年になっ

て『 ン ー 日』の ンタ ーで、あれは日本

として 当な だったと開 った一 を

。「沖 方言 」とは、沖 国会が開会した

1971 年 10 月 19 日、『沖 青年同 』の 3 が、

の所 表 が始まった 、本会 場

の で を らして し され、

の で「 国の を てよ」と 、

では『沖 』（う なー ）の を めよと、

した一 を 。  
6 大 『同化と 化のは まで』（ 社

1972 年）16―20  
7 関彰一 豊下 『沖縄 な 戦 』（み

ず 2018 年）37―40  
8 『 力 』（ 2015 年）107  
9 同「 あとが 」 ジ など 『

政の 戦』（新 社 2000 年）305  
10 郎『地域 からの 』（

1990 年）29  
11 『読売新聞』（2015 年 12 月 30 日） 
12 同（2016 年 8 月 10 日） 
13 政 『沖縄の戦 を考える』（

2011 年）197―201  
14 同 115  
15 戦 館 タ の家『

 日 』（わ あいの 2018 年） 
16 『 と 』（ 1972 年） 
17 『 の 文 館の 』（

1998 年）22―23  
18 新 政 『  沖縄を るという

こと』（ 2017 年）147―148  
19 『読売新聞』（2018 年 12 月 26 日） 
20 『 （ ）』（

2016 年） 
21 『戦う 』（ 川 2015 年）

219  
22 『沖縄タ ス』（2016 年 9 月 18 日、同年 10
月 2 日） 
23 前 関彰一 豊下 『沖縄 な 戦

』284―292  
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　環境大臣が6月3日の記者会見で、スーパーなどの事業者に対し法令等により「レジ袋有料化」
の義務付けを来年までに行うとの意向を示した。この削減効果については限定的との報道もある
が、マイクロプラスチックによる海洋汚染が世界的課題とされる中で、目に見える形のプラスチッ
クごみ削減キャンペーンとなるならば、その効果には期待したい。
　他方、それよりも対策を急ぐべきは、中国を始めアジア各国の資源ごみ輸入規制によって経
路を断たれた日本のプラスチック資源循環体制である。政府は、国内での使用済プラスチック
の再使用・再生利用に加え、熱回収等も含めて「2035年までに100％有効利用する」戦略を示
したが、分別回収・リサイクルのコストパフォーマンスからすればそれは容易な道のりではな
く、目標達成には人々の協力が欠かせない。安価・便利・軽量を追求する中で、生活の至る所
に溢れたプラスチック製品をどのように削減できるか。新たな発想で私たちのライフスタイル
を転換させるための取組みも、同時に必要とされているのではないだろうか。
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（谷本有美子）

巻頭言
　今年は12月に民生委員の一斉改選が行われる。民生委員は地域の福祉の担い手

として期待されているが、その選出方法は鎌倉市では、地元自治町内会の推薦を

もとに地区民生委員協議会会長、そして地区社会福祉協議会の会長の推薦を経て、

市の民生委員推薦協議会、その後県の民生委員推薦協議会の決定という流れであ

る。任期は3年であるが、最近は近隣自治会長などとの話で、やめる人の後任が見

つからないという話をよく聞く。前回の改選期にも定員に満たずに欠員が出たり、

やめたいのに無理に再任されたという声を聞いた。

　民生委員は民生委員法に基づき厚生労働大臣から委嘱される無給の非常勤の地

方公務員で、児童福祉法により児童委員も兼務することになっている。その活動

内容は見守り、行政窓口へのつなぎ、高齢者登録制度への協力、地域包括支援セ

ンターとの相談協力、生活保護世帯の把握、児童虐待などの児童相談所への通告

など多岐にわたっている。

　最近地域包括ケアシステムの構築が言われているが、その中で民生委員は、地

域での共助ということで費用負担が制度的に保障されていないボランティアなど

の支援も行い、地域住民の取り組みの中心的役割が期待されている。

　確かに共助の重要性は理解されるものの、民生委員に多くのことが期待され、

そのことが過度の負担になり、民生委員になると大変だということで、なり手を

探すことも地域には大きな課題となっている。

　さて、地域における福祉への関心は、どうしても高齢者のこと、児童のことが

中心になる一方で、障害者の福祉については軽視されているようである。

　私は現在知的障害者の事業所を運営するNPO法人の代表理事を務めている。3つ

の事業所には60人の利用者がいるが、地域とのつながり、事業所が所在する地域

の自治町内会、民生委員との連携をどうするかが大きな課題となっている。また、

利用者が居住している地域の中で、その地域とのつながりはどうなっているかも

気になるところである。職員には常日頃、事業所のある地域での地元とのつなが

りをどう作るか、絶えず考えるようにしよう、また地域のイベントを積極的に活

用しよう、と言っている。幸いなことに、地域の自治町内会の援助を受けてお祭

りに参加するとか、徐々に連携が出来ているが、地域の皆さんにまだ十分に理解

されているとは言えない。

　福祉、とりわけ地域福祉ということが言われて久しいが、課題は山積みで、障

害者やその施設への関心はまだまだ低いように思われる。今後はさらに地域での

理解を深めるように努力していかなければならないと思う今日この頃である。
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１. 誰でも会員になれます。

２.  申込書は自治研センター事務局にあり

ます。会費は個人会員月 1,000 円、賛助会

員月 700 円のどちらかを選び、１年分を

そえてお申しこみください。

３.  詳細は自治研センター事務局

☎ 045（251）9721へご連絡ください。

１.  自治研センターの「自治研かながわ月報」

が送られます。

２.  「月刊自治研」（自治労本部自治研推進委

員会発行・Ａ５版・80 ページ程度・定価

822 円）が毎月無料で購読できます。

３.  自治研センターの資料集が活用でき、

調査研究会などに参加できます。
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